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株主各位 証券コード 6151
2025年６月10日

東京都大田区仲池上二丁目９番４号

代表取締役社長 小形 明誠

　当社ウェブサイト　https://www.nitto-kohki.co.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家情報（ＩＲ）」「株式情報」「株主総会」
を順に選択いただき、ご確認ください。）

　東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「日東工器」又は「コード」に当
社証券コード「6151」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」
にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

第69回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第69回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとって
おり、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださ
いますようお願い申し上げます。

　また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますの
で、以下よりご確認ください。

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お
手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年６月24日（火曜日）午後5時15分までに議決権を行使してくださいま
すようお願い申し上げます。
［インターネット等による議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.evoting.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわ
せてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたが
って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。
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■1 日　　時 2025年６月25日（水曜日）午前10時（会場受付は午前９時30分から開始いたしま
す。）

■2 場　　所 東京都大田区仲池上二丁目９番４号
本社１階　大会議室
（末尾の「会場ご案内図」をご参照ください。）

■3 目的事項 報告事項 1. 第69期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書
類監査結果報告の件

2. 第69期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第1号議案　剰余金処分の件
第2号議案　取締役６名選任の件
第3号議案　補欠監査役１名選任の件
第4号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

■4 招集にあたっての
決定事項（議決権
行使についてのご
案内）

⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対す
る賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたしま
す。

⑵インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決
権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

⑶インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着
日時を問わず、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱い
いたします。

⑷代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理
人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出
が必要となりますのでご了承ください。

(１) 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
(２)本定時株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置を記載した書面をお送りいたします。な

お、電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、お送りする書面(本交
付書面)には記載しておりません。

　　①事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
　　②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　　③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
　　したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役

が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
(３) 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その

旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
(４) 株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

　インターネット等による議決権行使に際しましては、後記の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くだ
さいますようお願い申し上げます。
［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬　具

記

以　上
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

インターネット等で議決権
を行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

株主総会に
ご出席される場合

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

行使期限 行使期限 日　時

2025年６月24日（火曜日）
午後５時15分入力完了分まで

2025年６月24日（火曜日）
午後５時15分到着分まで

2025年６月25日（水曜日）
午前10時

（受付開始：午前９時30分）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１，３，４号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

⃝ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

※議決権行使書用紙はイメージです。
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インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード
見 本

見 本

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 9：00～21：00）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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第１号議案 剰余金処分の件

⑴ 配当財産の種類 金銭といたします。
⑵ 配当財産の割当てに関する事項及び

その総額
当社普通株式１株につき金18.0円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は336,857,904円となります。

⑶ 剰余金の配当が効力を生じる日 2025年６月26日といたしたいと存じます。

株主総会参考書類

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1．期末配当に関する事項
第69期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の経営環境等を勘案し、以下のとおりと
いたしたいと存じます。
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第66期 第67期 第69期第68期 第70期
（予定）

（単位：円）配当金の推移　■中間　■期末<ご参考＞
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第２号議案 取締役６名選任の件

候補者番号 氏　名 性別 現在の当社に
おける地位 属　性 取締役会出席状況

（2024年度）

1 お

小
 

　
が た

形
 

　
あ き

明
 

　
の ぶ

誠 男 性 代表取締役社長
社長執行役員 再 任

　
13回／13回
（100％）

2 た か

高
 

　
た

田
 

　
よ う

揚
 

　
こ

子 女 性 取締役 再 任
　

13回／13回
（100％）

3 の

野
 

　
ぐ ち

口
 

　
ひ ろ

浩
 

　
み

臣 男 性 常務執行役員 新 任
　

－回／－回
（－％）

4 な か

中
 

　
が わ

川
 

　
や す

康
 

　
お

生 男 性 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

12回／13回
（92％）

5 こ

小
み

見
や ま

山
 

　
 

　
 

　
みつる

満 男 性 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

12回／13回
（92％）

６ さ ん

山　
と う

東
 

　
ま さ

理　
じ

二 男 性 社外取締役 再 任 社 外 独 立
　

13回／13回
（100％）

新 任 新任取締役候補者 再 任 再任取締役候補者 社 外 社外取締役候補者 独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

　取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新任取締役
候補者１名を含む取締役６名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号 1 小 形　明 誠（おがた あきのぶ） 再 任
　　

生年月日
1954年８月21日
所有する当社株式の数
36,400株
取締役会出席状況
13回／13回（100％）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
    1978年    4 月 三菱商事株式会社入社
    2003年    11月 米国三菱商事会社ヒュースト

ン支店機械部長
    2010年    4 月 三菱商事株式会社理事新エネ

ルギー・電力事業本部長
    2012年    4 月 同社理事環境インフラ事業本

部長
    2012年    7 月 同社理事地球環境・インフラ

事業開発部門CEO補佐

    2013年    7 月 同社理事地球環境・インフラ
事業グループCEO補佐

    2015年    4 月 株式会社リチウムエナジージ
ャパン副社長

    2018年    4 月 当社特別顧問
    2018年    6 月 当社代表取締役社長
    2019年    4 月 当社社長執行役員管理統轄
    2020年    4 月 当社代表取締役社長社長執行

役員（現任）

取締役候補者とした理由
候補者は、グローバルに事業展開をする総合商社において、新エネルギー・電力、環境・イン
フラ事業等の要職を歴任し、その分野に関する高い専門知識及びグローバルな事業経営に関す
る高い見識を有していることから、今後も当社重要事項の意思決定、及び経営執行に重要な役
割を担う取締役として適任と考え、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであり
ます。

　

候補者番号 2 高 田　揚 子（たかた ようこ） 再 任
　　

生年月日
1955年１月31日
所有する当社株式の数
646,079株
取締役会出席状況
13回／13回（100％）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
    1979年    5 月 株式会社日器取締役
    1990年    11月 財団法人御器谷科学技術財団

評議員（現公益財団法人御器
谷科学技術財団）（現任）

    2007年    6 月 当社監査役
    2009年    5 月 株式会社日器代表取締役社長

（現任）
    2010年    6 月 当社取締役（現任）

取締役候補者とした理由
候補者は、当社において、長年にわたり経営に携わり豊富な経験と高い見識を有し、当社重要
事項の意思決定において、実務経験のみならず大株主、女性の視点による助言や業務執行に対
する適切な監督を行っております。今後も経営執行に関して重要な役割を担うとともに、当社
取締役会の多様性を確保するためにも、引き続き取締役候補者として選任をお願いするもので
あります。
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候補者番号 3 野 口　浩 臣（のぐち ひろみ） 新 任
　　

生年月日
1963年５月25日
所有する当社株式の数
2,999株
取締役会出席状況
－回／－回（－％）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
1989年３月 当社入社
2019年    4 月 当社執行役員総務本部長
2020年４月 当社執行役員総務本部長ＩＲ

担当
2024年    4 月 当社常務執行役員管理副統轄

ＩＲ担当
2025年    4 月 当社常務執行役員管理統轄Ｉ

Ｒ担当（現任）

取締役候補者とした理由
候補者は、当社において主としてカプラ営業に従事した後、経営企画副室長、総務部長を歴任
し、2025年４月より常務執行役員管理統轄を務めております。特に営業、総務、経営企画分
野において高い専門知識と豊富な業務経験を有していることから、その経験の幅広さと知識を
経営に活かしてもらうことが期待されるため、新たに取締役候補者として選任をお願いするも
のであります。なお、同氏には、執行役員として業務執行にも関与していただくことを期待し
ております。
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候補者番号 4 中 川　康 生（なかがわ やすお） 再 任 社 外 独 立
　　

生年月日
1943年12月５日
所有する当社株式の数
21,700株
取締役会出席状況
12回／13回（92％）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
    1970年    4 月 第一東京弁護士会弁護士登録

栗山・福田法律事務所（現中
川・山川法律事務所）入所

    1990年    11月 財団法人御器谷科学技術財団
評議員（現公益財団法人御器
谷科学技術財団）

    2003年    3 月 高橋カーテンウォール工業株
式会社社外監査役（現任）

    2005年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2006年    1 月 中川・山川法律事務所（現任）
    2010年    7 月 Leading 　Resorts 　Development

特定目的会社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
候補者は、弁護士として企業法務・国際法務に関しての豊富な経験と高い専門知識を有してお
ります。同氏からは、その豊富な知識と経験に基づく専門的な見地から積極的に意見をいただ
いており、特に海外事業における法的リスクと対応策について専門的な立場から監督、助言等
を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしております。このよう
に法律専門家としての客観的立場から当社の経営への助言や業務執行の監督を行っていただく
ため、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。また、同氏が選任
された場合は、指名・報酬委員会の委員長として、客観的、中立的立場で当社の役員候補者の
選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導いただく予定です。なお、同氏の当社社
外取締役就任期間は本総会終結の時をもって20年となります。
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候補者番号 5 小 見 山　満（こみやま みつる） 再 任 社 外 独 立
　　

生年月日
1954年７月28日
所有する当社株式の数
8,100株
取締役会出席状況
12回／13回（92％）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
    1977年    8 月 ピート・マーウィック・ミッ

チェル会計士事務所（現有限
責任あずさ監査法人・東京）
入所

    1981年    7 月 ピート・マーウィック・ミッチ
ェル会計士事務所（現有限責任
あずさ監査法人・LA）入所

    1984年    11月 小見山公認会計士事務所開設 
所長（現任）

    1998年    7 月 日本公認会計士協会理事
    2001年    7 月 日本公認会計士協会常務理事
    2007年    1 月 税理士法人麻布パートナーズ

総括代表社員（現任）
    2010年    7 月 日本公認会計士協会副会長
    2015年    6 月 当社社外取締役（現任）

2024年    6 月 株式会社シグマクシス・ホー
ルディングス社外取締役（監
査等委員）（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
候補者は、公認会計士として豊富な経験と高い専門知識を有するとともに、日本公認会計士協
会の要職も経験しております。同氏からは、その豊富な知識と経験に基づく専門的な見地から
積極的に意見をいただいており、特に当社グループの財務体質の強化、海外会社も含めたグル
ープ企業のガバナンス向上について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥
当性・適正性を確保するための役割を果たしております。このように、企業会計、企業監査及
びコンプライアンスに関する豊富な経験と高い専門的知見をもとに客観的視点から当社の経営
への助言や業務執行の監督を行っていただくため、引き続き社外取締役候補者として選任をお
願いするものであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会の委員として、
客観的、中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担
っていただく予定です。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって10
年となります。
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候補者番号 6 山 東　理 二（さんとう まさじ） 再 任 社 外 独 立
　　

生年月日
1957年10月21日
所有する当社株式の数
900株
取締役会出席状況
13回／13回（100％）

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
    1981年    4 月 三菱商事株式会社入社
    2009年    4 月 智利三菱商事会社社長
    2012年    4 月 三菱商事株式会社執行役員智

利三菱商事会社社長
    2012年    7 月 同社執行役員環境・インフラ

事業本部長
    2015年    4 月 三菱商事株式会社執行役員イ

ンフラ事業本部長
    2016年    4 月 同社執行役員中南米統括（在

ブラジル）
    2017年    4 月 千代田化工建設株式会社副社

長執行役員

    2017年    6 月 同社代表取締役社長
    2021年    6 月 一般財団法人エンジニアリン

グ協会理事長
    2022年    4 月 千代田化工建設株式会社取締

役特別顧問
    2022年    7 月 同社特別顧問
    2023年    1 月 ウェルネオシュガー株式会社

社外取締役（現任）
    2023年    2 月 当社特別顧問
    2023年    6 月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
候補者は、智利三菱商事会社社長、三菱商事株式会社執行役員、千代田化工建設株式会社社長
などを歴任し、幅広い事業分野の企業経営に精通しております。そのグローバルな経営全般に
関する経験や知見を活かし、当社を取り巻く経営環境の変化を見通し、当社経営戦略に反映さ
せるうえで重要な役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者として
選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時を
もって２年となります。

　
（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 中川康生氏、小見山満氏、山東理二氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は中川康生氏、
小見山満氏、及び山東理二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届
け出ております。

３. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して
おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認され
ますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、当該保険契約は次回
更新時においても同内容での更新を予定しております。
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社外役員の独立性判断基準
⑴ 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を独立性の判断基準とする。
⑵ 独立性判断の補足事項を以下に定める。
① 業務執行者とは、取締役、執行役、執行役員、その他の使用人等をいう。
② 当社グループを主要な取引先とする者とは、その取引先の連結売上高の２％又は１億円のいずれか高

い方の額以上の支払いを当社グループから受けた取引先をいう。
③ 当社グループの主要な取引先とは、当社の連結売上高の２％又は１億円のいずれか高い方の額以上の

支払いを当社グループに行っている取引先をいう。
④ 多額の金銭とは、年間１千万円を超える場合をいう。

氏名
会社における
現在の地位

企業経営
営業・マーケテ
ィング

法務・コンプラ
イアンス

財務・会計 国際性 ESG

小形　明誠
代表取締役社長
社長執行役員 ● ● ● ●

高田　揚子 取 締 役 ● ●

野口　浩臣 常務執行役員 ● ● ●

中川　康生 社 外 取 締 役 ● ● ●

小見山　満 社 外 取 締 役 ● ● ●

山東　理二 社 外 取 締 役 ● ● ● ●

西田　豊 常 勤 監 査 役 ● ●

加々美　博久 社 外 監 査 役 ● ●

篠塚　久志 社 外 監 査 役 ● ● ● ●

＜ご参考＞

　当社取締役候補者及び監査役のスキルマトリックス

※各人に特に期待される項目を記載しております。
※上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。
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第3号議案 補欠監査役１名選任の件

山 田　秀 雄（やまだ ひでお） 社 外 独 立
　　

生年月日
1952年１月23日
所有する当社株式の数
－株

略歴（重要な兼職の状況）
    1984年    4 月 第二東京弁護士会弁護士登録
    1992年    4 月 山田秀雄法律事務所（現山田･

尾﨑法律事務所）開設（現任）
    1998年    5 月 太洋化学工業株式会社社外監

査役（現任）
    2009年    3 月 ヒューリック株式会社社外取

締役（現任）
    2014年    4 月 日本弁護士連合会副会長

第二東京弁護士会会長

    2015年    6 月 サトーホールディングス株式
会社社外取締役（現任）
公益財団法人橘秋子記念財団
理事長（現任）

    2016年    6 月 株式会社ミクニ社外取締役
（現任）

    2023年    6 月 吉本興業ホールディングス株
式会社社外取締役（現任）

補欠の社外監査役候補者とした理由
候補者は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、企業法務、一般民事事件
に関する弁護士として豊富な経験と専門知識を有し、さらに日本弁護士連合会、第二東京弁護士会の重職を歴任されたなか
で培った豊富な経験と幅広い見識を有しており、監査役に就任された場合には、それらを当社の経営に活かしていただくた
め、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。

　
社 外 社外監査役候補者 独 立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするもの
であります。
　なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によ
りその選任を取り消すことができるものといたします。
　本議案の提出に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

（注）１. 山田秀雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 山田秀雄氏は補欠の社外監査役候補者であります。
３. 山田秀雄氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしておりますので、監査役に就任

された場合には、独立役員として届け出をする予定です。
４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結して

おり、当該保険契約の内容の概要は、事業報告に記載のとおりです。山田秀雄氏が監査役に就任した
場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新
時においても同内容での更新を予定しております。
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第４号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

氏　　名 略　　　　歴

森　憲司 2015年　６月 当社取締役（現任）

　本総会終結の時をもって任期満了により退任されます取締役森憲司氏に対し、在任中の功労に報い
るため、当社における所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。
　なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。
　本議案は、当社において予め取締役会で定められた取締役会の個人別報酬等の内容にかかる決定方
針及び社内規程に沿って取締役会で決定しており、相当であると判断しております。

　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

以上
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1 企業集団の現況

事業報告（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

⑴　当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果

　当社グループは2024年4月から2027年3月までの3年間を実行期間とする「中期経営計画 
2026」を策定し、① 収益力の強化と成長領域への投資拡大、② 生産体制の最適化とコスト競
争力の強化、③ 持続的成長実現に向けた経営基盤構築を解決すべき主要課題として掲げ、持続
的成長を目指し、国内外の市場変化に対応するため、新技術・新製品の開発や経営基盤の強化に
取り組むとともに、成長投資やDX、人的資本への投資を進め、産業界の発展、人々の豊かな暮
らし、そしてサステナブルな社会の実現に向けて、活動を進めています。
　本中期経営計画の初年度となる2025年3月期の業績は、国内と欧米市場での売上増加によ
り、増収となりましたが、原価率の上昇および人件費の増加により減益となりました。
　当連結会計年度の業績は以下のとおりです。
　　売上高    272億56百万円（前連結会計年度比　0.7％増）
　　営業利益  23億42百万円（前連結会計年度比　12.6％減）
　　経常利益  25億10百万円（前連結会計年度比　11.0％減）
　　親会社株主に帰属する当期純利益　13億45百万円（前連結会計年度比　26.9％減）

　なお、当連結会計年度において、連結子会社である栃木日東工器株式会社において、不適切な
会計処理の存在が発覚しました。本事案の調査のため、当社から独立した外部の専門家も含む特
別調査委員会を設置し、調査報告書を受領しております。当社グループは、特別調査委員会から
の再発防止に向けた提言を真摯に受け止め、同報告書に基づき具体的な再発防止策を策定し、着
実に実施してまいります。

　事業のセグメント別の業績は、次のとおりです。
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迅速流体継手事業
売上高

11,994百万円
（前連結会計年度比0.9%増）

11,99411,891

第68期
（2024年３月期）

第69期
（2025年３月期）

（単位：百万円）売上高
　迅速流体継手事業は、前期後半より好調であった産業
機械向け製品の在庫調整による需要減少の影響を受けま
したが、生成AIの普及に関連する半導体製造装置向け製
品の需要増により、売上高は119億94百万円（前連結
会計年度比0.9％の増収）となりました。利益面では、
原価率の上昇および製品構成の影響により、営業利益
20億67百万円（同13.6％の減益）となりました。

機械工具事業
売上高

8,605百万円
（前連結会計年度比2.6%減）

8,6058,839

第68期
（2024年３月期）

第69期
（2025年３月期）

（単位：百万円）売上高
　機械工具事業は、国内外の売上げ減少により、売上高
は86億５百万円（同2.6％の減収）となりました。利益
面では、減収により、営業利益４億15百万円（同
27.8％の減益）となりました。

リニア駆動ポンプ事業
売上高

4,365百万円
（前連結会計年度比4.3%増）

4,3654,183

第68期
（2024年３月期）

第69期
（2025年３月期）

（単位：百万円）売上高
　リニア駆動ポンプ事業は、欧州でのブロワの需要回復
により、売上高は43億65百万円（同4.3％の増収）とな
りました。利益面では、営業損失１億43百万円（前連
結会計年度は２億32百万円の営業損失）となりました
が、増収、経費節減により損失幅が減少しました。
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建築機器事業
売上高

2,290百万円
（前連結会計年度比6.1%増）

2,2902,158

第68期
（2024年３月期）

第69期
（2025年３月期）

（単位：百万円）売上高
　建築機器事業は、国内外ともに物件受注が堅調に推移
し、売上高は22億90百万円（同6.1％の増収）となりま
した。利益面では、増収により、営業利益２百万円（前
連結会計年度は56百万円の営業損失）となりました。

　海外売上高は、欧米での売上増加により、92億48百万円（前連結会計年度比1.0％の増収）
となり、海外売上高の連結売上高に占める割合は33.9％となりました。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度の設備投資は、総額で63億28百万円であります。
　内訳は、主に、新工場建設関連等として建設仮勘定39億05百万円、新基幹システムの投資等
としてソフトウェア（ソフトウェア仮勘定含む）12億73百万円、土地2億63百万円等でありま
す。

③ 資金調達の状況
　当連結会計年度の設備投資（リース資産をのぞく）61億01百万円については、自己資金によ
り充当いたしました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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第66期
（2021年度）

第67期
（2022年度）

第68期
（2023年度）

第69期
（2024年度）

売上高 (百万円) 25,281 28,091 27,072 27,256
経常利益 (百万円) 3,413 3,612 2,821 2,510
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,860 2,489 1,841 1,345
1株当たり当期純利益 (円) 91.70 122.81 93.49 71.86
総資産 (百万円) 64,268 66,632 65,066 66,605
純資産 (百万円) 55,663 57,768 57,175 58,183

27,25625,281
28,091 27,072

第66期 第69期
（当期）

第68期第67期

（単位：百万円）■ 売上高

2,510

3,413 3,612

2,821

第66期 第69期
（当期）

第68期第67期

（単位：百万円）■ 経常利益

1,345
1,860

2,489

1,841

第66期 第69期
（当期）

第68期第67期

（単位：百万円）■ 親会社株主に帰属する当期純利益

66,60564,268 66,632 65,066

第66期 第69期
（当期）

第68期第67期

（単位：百万円）■ 総資産
58,18355,663 57,768 57,175

第66期 第69期
（当期）

第68期第67期

（単位：百万円）■ 純資産

71.86
91.70

122.81

93.49

第66期 第69期
（当期）

第68期第67期

（単位：円）■ 1株当たり当期純利益

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注）過年度において不適切な会計処理が行われていたことが判明したため、第66期、第67期、第68期におけ
る数値は、過年度遡及修正による決算数値の訂正を反映したものであります。
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会 社 名 資 本 金 議決権比率
（％） 主 要 な 事 業 内 容

栃 木 日 東 工 器 株 式 会 社 100百万円 100.0 当社製品の製造
東 北 日 東 工 器 株 式 会 社 90百万円 100.0 同　　上
NITTO KOHKI U.S.A., INC. 50千米ドル 100.0 当社製品等の販売
NITTO KOHKI EUROPE GMBH 204千ユーロ 100.0 同　　上
日 東 工 器 省 力 機 器 貿 易 ( 上 海 ) 有 限 公 司 2,411千元 100.0 同　　上
NITTO KOHKI INDUSTRY (THAILAND) 
CO., LTD. 351百万バーツ 99.7 当社製品の製造

NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY LTD 300千豪ドル 100.0 当社製品等の販売

NITTO KOHKI INDIA PRIVATE LIMITED 230百万インドル
ピー 99.9 当社製品等の販売

特定完全子会社の名称 特定完全子会社の住所
当事業年度末日における
特定完全子会社の株式の
帳簿価額の合計額

東北日東工器株式会社 福島県白河市双石横峯12番 10,835

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

　該当事項はありません。
② 子会社の状況

（注）１. 2024年９月10日付で当社出資率99.9%出資のNITTO KOHKI INDIA PRIVATE LIMITED（資本金
230百万インドルピー）を設立いたしました。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
（単位：百万円）

（注）当事業年度末日における当社貸借対照表の資産の部の合計額は53,356百万円であります。
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⑷　対処すべき課題
　当社グループは、2024年４月（第69期）～2027年３月（第71期）を期間とする中期経営計画
2026を実行しております。この中期経営計画は、100年企業を目指すために、当該期間を更なる
飛躍と持続的な成長に向けた基盤固めの時期と位置づけ、企業価値の再創造を図るものです。事業
ポートフォリオの見直しを推進し、当社グループの本来の強みである“稼ぐ力”の再構築を進めるこ
とで激化する経営環境変化への対応力を強化、企業価値の再創造を図り、持続的な成長を目指しま
す。
　研究開発面では、創立以来の開発テーマである「省力・省人化」を更なる次元に高めていく開発
に注力していきます。具体的には、水素をはじめ脱炭素社会に貢献する製品開発、ロボット及びフ
ァクトリー・オートメーション(FA)と親和性の高いツールの開発、半導体、データセンター、医療
等の先端技術分野の技術開発に取り組んでいきます。そのために技術開発投資、DX推進人材の育
成を強化していきます。
　生産面では、2022年11月より進めてきた東北日東工器の新工場が2025年６月に操業開始しま
す。新工場では最新鋭の設備を導入し自動化、バリアフリー化等、安全で働きやすい環境を推進し
ていきます。同工場をモデル工場として、国内外すべての工場について将来を見据えた自動化・IT
化に積極的な投資をしていきます。これらを推し進めることにより、更なる品質向上、コストダウ
ン、納期短縮を実現させていきます。
　販売面では、開発部門との連携を強化し、脱炭素、環境対応製品の拡販、先端技術分野の需要開
拓に注力し、既存事業の更なる成長を目指します。同時に販売チャネルの拡大、連携パートナーの
発掘を行い、当社製品の事業領域の拡大と深化に努めます。
　海外営業は、海外販売市場の拡大とともに海外事業価値の拡大を目指します。欧米の伝統市場に
おいては、半導体、医療等のハイエンド需要の深掘りを行い、新興市場においては販売チャネルの
拡大と多様化に取り組みます。2024年9月にはインド現地法人NITTO KOHKI INDIA PRIVATE 
LIMITEDを設立しました。今後も自動車、空調、医療等、当社が強みを発揮できる業界の更なる拡
大が予想される成長市場インドにおいて、より主体的な取り組みを行い、更なる事業拡大を進めて
いきます。
　管理面では、安心安全で、心身ともに健康的に働ける環境整備を進めるとともに、激変する経営
環境の中でも成長していくために、挑戦に向けた人的資本投資を積極的に実施してまいります。具
体的には、先端技術分野開発、販売や海外事業拡大のための専門人材獲得、IT推進人材の育成、各
種研修の見直しおよびリスキリングの充実等の施策を積極的に推進し、多様な人材の活躍による企
業価値向上を目指します。詳細については、2025年６月に提出予定の2025年３月期 有価証券報
告書 ２【サステナビリティに関する考え方及び取組】(3)戦略 (人材)において開示を予定しており
ます。
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⑸　主要な事業内容（2025年３月31日現在）
① 迅速流体継手「カプラ」の製造・販売
② 省力化機械工具の製造・販売
③ リニア駆動ポンプと、その応用製品の製造・販売
④ 建築機器（ドアクローザ）の製造・販売
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当 社 の 主 要 な 事 業 所 所 在 地 子 会 社 名 所 在 地
本 社 東 京 都 大 田 区 栃 木 日 東 工 器 株 式 会 社 栃 木 県 さ く ら 市
東 日 本 支 社 東 京 都 大 田 区 東 北 日 東 工 器 株 式 会 社 福 島 県 白 河 市
東 京 第 一 支 店 東 京 都 大 田 区 NITTO KOHKI U.S.A.,INC. 米 国

東 京 第 二 支 店 東 京 都 大 田 区 NITTO KOHKI EUROPE 
GMBH 独 国

西 日 本 支 社 大 阪 市 東 成 区 日東工器省力機器貿易（上
海）有限公司 中 国

大 阪 第 一 支 店 大 阪 市 東 成 区 NITTO KOHKI INDIA 
PRIVATE LIMITED 印 度

大 阪 第 二 支 店 大 阪 市 東 成 区 NITTO KOHKI INDUSTRY 
(THAILAND) CO., LTD. タ イ 国

中 日 本 支 社 名 古 屋 市 名 東 区 NITTO KOHKI AUSTRALIA 
PTY LTD 豪 州

名 古 屋 支 店 名 古 屋 市 名 東 区
札 幌 支 店 札 幌 市 白 石 区
仙 台 支 店 仙 台 市 若 林 区
新 潟 支 店 新 潟 市 中 央 区
松 本 支 店 長 野 県 松 本 市
北 関 東 支 店 群 馬 県 伊 勢 崎 市
静 岡 支 店 静 岡 市 葵 区
浜 松 支 店 浜 松 市 中 央 区
三 河 支 店 愛 知 県 岡 崎 市
北 陸 支 店 富 山 県 高 岡 市
京 都 支 店 京 都 市 伏 見 区
高 松 支 店 香 川 県 高 松 市
岡 山 支 店 岡 山 市 北 区
広 島 支 店 広 島 市 西 区
福 岡 支 店 福 岡 市 博 多 区
シ ン ガ ポ ー ル 支 店 シ ン ガ ポ ー ル

⑹　主要な営業所及び工場（2025年３月31日現在）

（注）2024年９月10日付で、NITTO KOHKI INDIA PRIVATE LIMITEDを設立しました。
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事 業 区 分 使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

迅 速 流 体 継 手 418名 15名増

機 械 工 具 330名 15名増

リ ニ ア 駆 動 ポ ン プ 197名 2名減

建 築 機 器 107名 10名増

合 計 1,052名 38名増

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

468名 2名増 43.5歳 16.0年

⑺　使用人の状況（2025年３月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注） 使用人数には、嘱託を含み臨時雇用を含めておりません。また、グループ外からの受入出向社員を含
み、グループ外への派遣出向社員を含めておりません。

② 当社の使用人の状況

（注） 使用人数には、嘱託を含み臨時雇用を含めておりません。また、社外からの受入出向社員を含み、社外
への派遣出向社員を含めておりません。

⑻　主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）
該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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2 会社の現況

① 発行可能株式総数 51,958,200株
② 発行済株式の総数 19,154,495株
③ 株主数 4,277名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 日 器 7,272千株 38.9％

ＴＨＥ　ＳＦＰ　ＶＡＬＵＥ　ＲＥＡＬＩＺＡＴ
ＩＯＮ　ＭＡＳＴＥＲ　ＦＵＮＤ　ＬＴＤ． 1,302千株 7.0％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（リテー
ル 信 託 口 ・ 株 式 管 理 ） 1,241千株 6.6％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託
口 ） 1,123千株 6.0％

御 器 谷 　 春 子 687千株 3.7％

高 田 　 揚 子 646千株 3.5％

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 596千株 3.2％

有 限 会 社 ミ キ ヤ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 565千株 3.0％

有 限 会 社 ミ キ ヤ エ ン タ ー プ ラ イ ズ 415千株 2.2％
ＴＨＥ　ＣＨＡＳＥ　ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ　ＢＡ
ＮＫ，　Ｎ．Ａ．　ＬＯＮＤＯＮ　ＳＰＥＣＩＡ
Ｌ　ＯＭＮＩＢＵＳ　ＳＥＣＳ　ＬＥＮＤＩＮＧ　
Ａ Ｃ Ｃ Ｏ Ｕ Ｎ Ｔ

380千株 2.0％

⑴　株式の状況（2025年３月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（440,167株）を控除して計算しております。
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⑤ その他株式に関する重要な事項
イ．自己株式の取得
2024年２月５日開催の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を取得いたしました。
取得した株式の種類及び数　　　　　普通株式　199千株
取得価額の総額　　　　　　　　　　421百万円

ロ．自己株式の消却
2024年４月23日及び2025年２月26日の取締役会決議により、以下のとおり自己株式を消却いたし
ました。
消却した株式の種類及び数　　　　　普通株式　2,648千株
自己株式消却額　　　　　　　　　　5,138百万円
消却した日　　　　　　　　　　　　2024年５月21日及び2025年３月14日

⑵　新株予約権等の状況
① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況
該当事項はありません。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員 小 形 明 誠

取 締 役 高 田 揚 子 株式会社日器代表取締役社長
取 締 役 専 務 執 行 役 員 森 　 憲 司 管理統轄DX担当

取 締 役 中 川 康 生

中川・山川法律事務所・弁護士
高橋カーテンウォール工業株式会社社外監査役
Leading Resorts Development特定目的会社社
外取締役

取 締 役 小 見 山 　 　 　 満

小見山公認会計士事務所所長・公認会計士
税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員
株式会社シグマクシス・ホールディングス社外取
締役（監査等委員）

取 締 役 山 東 理 二 ウェルネオシュガー株式会社社外取締役
常 勤 監 査 役 西 田 　 豊

監 査 役 加 々 美 　 博 　 久 加々美法律事務所所長・弁護士
学校法人慶應義塾監事

監 査 役 篠 塚 久 志

⑶　会社役員の状況
① 取締役及び監査役の状況（2025年３月31日現在）

（注）１. 取締役中川康生氏、取締役小見山満氏、及び取締役山東理二氏は社外取締役であります。
２. 監査役加々美博久氏、監査役篠塚久志氏は、社外監査役であります。
３. 当社は、上記社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。
４. 常勤監査役西田豊氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

・常勤監査役西田豊氏は、当社の管理本部に2008年４月から2013年３月まで在籍し、通算５年にわ
たり決算手続き及び財務諸表等の作成を統轄、その後2019年６月まで、経営企画統轄、ＩＲ担当と
して通算6年にわたり決算、資本分析業務に携わっておりました。

５. 監査役加々美博久氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有しており
ます。

６. 監査役篠塚久志氏は、東証一部（プライム市場）上場企業の役員及びその子会社のＣＯＯとして活躍
した幅広い経験と豊富な知識を有しております。
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地　位 氏　名 担　当
代表取締役社長社長執行役員 小 形 明 誠
専 務 執 行 役 員 千 葉 隆 志 技術統轄

常 務 執 行 役 員 野 口 浩 臣 管理統轄
ＩＲ担当

常 務 執 行 役 員 横 田 圭 右 営業統轄 兼 国際事業本部長

常 務 執 行 役 員 小 野 田 　 靖 管理副統轄 兼 管理本部長
DX担当

執 行 役 員 新 井 一 成
執 行 役 員 村 上 慶 一
執 行 役 員 桑 原 徹 也
執 行 役 員 髙 橋 政 樹 開発本部長
執 行 役 員 石 川 智 子 総務本部長

７. 当社は執行役員制度を導入しております。2025年４月１日現在の執行役員（取締役兼務を含む）の
状況は次のとおりです。

② 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

③ 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で、当社及び１．企業集団の状況　（3）重要な親会社及び子会社の状況　
②重要な子会社の状況に記載の当社の子会社の取締役及び監査役（当事業年度内中に在任していた
者を含む。）を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締
結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、
その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる
ことのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新しており
ます。次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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⑤ 取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役個人別の報酬等の額及びその算定方法については、取締役会で決議された以下の
方針に基づいて決定しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬
について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方法と整合している
ことや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿
うものであると判断しております。

ａ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業
績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
・社外取締役の報酬等は、業務執行から独立した立場から経営を監督及び助言する立場を考慮
し、月例の固定報酬のみとし、その額は社外取締役としての責務に相応しいものとし、常勤・非
常勤の別や各々の果たす役割等を考慮して個別に決定する。

ｂ．業績連動報酬等の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・年次賞与は中期経営計画において業績指標としている連結売上高、連結営業利益率を基準に経
営目標の達成状況等を適切に評価し、これを報酬に反映し、6月に支給するものとする。

c．業務連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針
・取締役（社外取締役を除く）の業績連動報酬としての賞与の支給割合は、客観性・妥当性を担
保するために、外部調査機関の役員報酬調査データによる報酬水準・業績連動性の客観的な比較
検証を行い、会社の持続成長と中長期的な企業価値向上に寄与するために、最も適切な支給割合
となることを方針とする。

d．取締役の（役員退職慰労金を除く）個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・取締役会は、取締役の報酬等の額又はその算定方法について指名・報酬委員会に諮問し、その
答申を得て決議する。なお、取締役会の決議において取締役の報酬等の額又はその算定方法につ
いて指名・報酬委員会に一任することもできるものとする。

・指名・報酬委員会構成メンバー
委員長　社外取締役　　　中川　康生
委員　　代表取締役社長　社長執行役員　小形　明誠
委員　　社外取締役　　　小見山　満

監査役の報酬等の額及びその算定方法については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で
監査役の協議により、決定することとしております。
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区 分
報酬等の
総 額

（ 百 万 円 ）

報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 （ 百 万 円 ） 対象とな
る役員の
員 数
（ 名 ）

基本報酬 業績連動
報 酬 等

非金銭報
酬 等

取 締 役
（う ち 社 外 
取  締  役 ）

195百万円
（54百万円）

178百万円
（54百万円）

16百万円
（ー） ー 6名

（3名）

監 査 役
（う ち 社 外 
監  査  役 ）

37百万円
（19百万円）

37百万円
（19百万円） ー ー 3名

（2名）

合 計
（う ち 社 外 
役  員 ）

232百万円
（74百万円）

216百万円
（74百万円）

16百万円
（ー） ー 9名

（5名）

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 業績連動報酬等は、中期経営計画において業績指標としている連結売上高、連結営業利益率を基準に
中期経営計画における経営目標の達成状況等を総合的に加味したうえで、個人の貢献度合に応じて決
定しております。当業績指標を選定した理由は、当社の持続成長性と収益性を向上させる意欲を高め
ることを目的としております。選定した業績指標である当事業年度を含む売上高及び営業利益の推移
は、1.⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況に記載のとおりです。

２. 取締役の金銭報酬限度額は、2007年６月21日開催の第51回定時株主総会において年額400百万円
以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取
締役の員数は、５名（うち、社外取締役は２名）です。
当社取締役に対する非金銭報酬の支払いはありません。

３. 監査役の報酬限度額は、2007年６月21日開催の第51回定時株主総会において年額40百万円以内と
決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名（うち、社外監査役は２
名）です。

４. 取締役会は、任意の諮問機関である指名・報酬委員会に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役
を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。
委任した理由は、報酬決定過程の安定性を高めるとともに独立性・客観性を持って各取締役の担当業
務の評価を行うには指名・報酬委員会が適していると判断したためです。
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取　締　役　6名 21百万円（うち社外取締役　3名　 2百万円）
監　査　役　3名 2百万円（うち社外監査役　2名　 1百万円）

５. 上記の基本報酬の総額には、以下の当該事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額が含まれておりま
す。

ハ．当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。

⑥ 社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役 中川康生氏は、中川･山川法律事務所弁護士、高橋カーテンウォール工業株式会社の社外監査
役、及びLeading Resorts Development特定目的会社の社外取締役であります。当社と各兼職先と
の間には特別の関係はありません。

・取締役 小見山満氏は、小見山公認会計士事務所所長、税理士法人麻布パートナーズ総括代表社員及び
シグマクシス・ホールディングス社外取締役（監査等委員）であります。当社と各兼職先との間には
特別の関係はありません。

・取締役 山東理二氏は、ウェルネオシュガー株式会社社外取締役であります。当社と兼職先との間には
特別の関係はありません。

・監査役 加々美博久氏は、加々美法律事務所所長、及び学校法人慶應義塾監事であります。当社と各兼
職先との間には特別の関係はありません。
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会社における地位・氏名 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
中川　康生

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席しました。弁護士とし
ての豊富な知識や経験を活かし、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べ
ており、特に海外事業における法的リスクと対応策について専門的な立場から監
督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための役割を果た
しております。
また、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員長として、客観的、中立的
立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導
しております。

社外取締役
小見山　満

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席しました。
公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に対する実効
性の高い監督等に十分な役割、責務を果たしております。特に当社グループの財
務体質の強化、海外会社も含めたグループ企業のガバナンス向上について専門的
な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の役割を果たしております。
また、任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、客観的、中立的立
場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担って
おります。

社外取締役
山東　理二

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席しました。企業経営について
の豊富な経験、知識を活かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性を確保するための助言、提言を行っております。
また、任意の諮問機関であるサステナビリティ委員会では、同委員として、サス
テナビリティに関する基本方針や重要課題の審議において積極的に発言を行い、
その役割を果たしております。

社外監査役
加々美　博久

当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席しました。また、監査
役会13回のうち12回に出席しました。弁護士としての専門的見地から、取締役
会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言
を行っております。
また、監査役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な
発言を行っております。

社外監査役
篠塚　久志

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査役会13回の全てに
出席しました。企業経営についての豊富な経験、知識を活かし、取締役会におい
て、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言、提言を行って
おります。また、監査役会において、当社の業務監査について適宜、必要な発言
を行っております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

（注）当事業年度は、上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づ
き、取締役会決議があったものとみなす書面決議が４回ありました。
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支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 137百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 137百万円

⑷　会計監査人の状況
① 名称　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算
出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意
しています。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監
査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報
告します。
　また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難であると認められる場合、
その他必要と判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、
取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

④ 当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社の子会社の計算書類監査の状況
　 当 社 の 重 要 な 子 会 社 の う ち 、NITTO KOHKI AUSTRALIA PTY LTD、NITTO KOHKI 
INDUSTRY (THAILAND)CO., LTD.、NITTO KOHKI EUROPE GMBHの３社は、当社の会計
監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格を有する者を含みます。）の
監査を受けております。
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3 会社の支配に関する基本方針
　記載すべき事項はありません。

4 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、持続的な成長投資及び不測の事態への対応を可能にし、株主の皆様への利益還元も充実さ
せていくことを基本方針としており、配当性向は40%を目処にしております。
　2025年3月期（69期）の配当につきましては、計画から利益が減少したことにより、配当性向が
基本方針の基準を上回る結果となりますが、株主の皆様への安定的な利益還元を最優先に考え、配当
金額の修正は行わない方針といたしました。
　その結果、年間の配当金は1株あたり39円（中間配当金21円、期末配当金18円）を予定してお
り、年間の配当性向は54.3%となります。
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（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

38,687
20,305
3,457
3,153
6,541
326
3,506
1,400
△2

27,917
19,791
4,310
1,001
565
4,121
1,478
8,313
2,892
2,892
5,233
4,123
16
800
309
△15　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 4,174

買 掛 金 1,015
リ ー ス 債 務 280
未 払 法 人 税 等 493
賞 与 引 当 金 534
役 員 賞 与 引 当 金 49
そ の 他 1,801

固 定 負 債 4,246
リ ー ス 債 務 1,306
退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,338
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 221
資 産 除 去 債 務 30
そ の 他 349

負 債 合 計 8,421
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 54,875
資 本 金 1,850
資 本 剰 余 金 1,924
利 益 剰 余 金 51,955
自 己 株 式 △854

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 3,296
その他有価証券評価差額金 1,261
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △8
為 替 換 算 調 整 勘 定 2,186
退職給付に係る調整累計額 △142

非 支 配 株 主 持 分 11
純 資 産 合 計 58,183

資 産 合 計 66,605 負 債 及 び 純 資 産 合 計 66,605

連結貸借対照表（2025年３月31日現在）
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（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 27,256
売 上 原 価 15,113

売 上 総 利 益 12,142
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,799

営 業 利 益 2,342
営 業 外 収 益
受 取 利 息 97
そ の 他 198 296

営 業 外 費 用
支 払 利 息 36
そ の 他 91 127
経 常 利 益 2,510

特 別 損 失
減 損 損 失 62
特 別 調 査 費 用 等 107 169

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,340
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 756
法 人 税 等 調 整 額 238 994
当 期 純 利 益 1,346
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 0
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,345

連結損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
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（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 及 び 純 資 産 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 輌 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
差 入 敷 金 保 証 金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

　

24,187
11,490

87
3,149
3,486
5,101

3
235
17
154
459

29,168
7,989
3,437
92
76
1

500
2,810
933
136

2,862
180
2,667
14

18,316
3,702
14,135

11
77
122
27
206
49
△15

　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 3,221
買 掛 金 1,130
リ ー ス 債 務 85
返 金 負 債 321
未 払 金 253
未 払 費 用 449
未 払 法 人 税 等 389
未 払 消 費 税 等 44
前 受 金 36
預 り 金 60
賞 与 引 当 金 374
役 員 賞 与 引 当 金 49
そ の 他 26

固 定 負 債 3,037
リ ー ス 債 務 882
退 職 給 付 引 当 金 1,587
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 221
資 産 除 去 債 務 25
そ の 他 320

負 債 合 計 6,259
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 45,844
資 本 金 1,850
資 本 剰 余 金 1,925
資 本 準 備 金 1,925

利 益 剰 余 金 42,922
利 益 準 備 金 462
そ の 他 利 益 剰 余 金 42,459
繰 越 利 益 剰 余 金 42,459

自 己 株 式 △854
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,253

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 1,261
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △8

純 資 産 合 計 47,097
資 産 合 計 53,356 負 債 及 び 純 資 産 合 計 53,356

貸借対照表（2025年３月31日現在）
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（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 25,294
売 上 原 価 16,023

売 上 総 利 益 9,270
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,752

営 業 利 益 1,518
営 業 外 収 益
受 取 配 当 金 794
そ の 他 273 1,068

営 業 外 費 用
支 払 利 息 30
そ の 他 87 118
経 常 利 益 2,468

特 別 損 失
特 別 調 査 費 用 等 107 107

税 引 前 当 期 純 利 益 2,360

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 600

法 人 税 等 調 整 額 4 605

当 期 純 利 益 1,755

損益計算書（2024年４月１日から2025年３月31日まで）
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指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 月本　洋一

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 佐伯　麻里

独立監査人の監査報告書
2025年５月26日

日東工器株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、日東工器株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日
までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日
東工器株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書
類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指
揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以上
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指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 月本　洋一

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 佐伯　麻里

独立監査人の監査報告書
2025年５月26日

日東工器株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、日東工器株式会社の2024年４月１日から
2025年３月31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示
することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第69期事業年度の取締役の
職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を
作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に
ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主
要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会
社から事業の報告を受けました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保す
るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整
備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について、定期的
に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

　　なお、当社は2024年11月の時点で、財務報告に係る内部統制が有効でないと判断し
ていましたが、内部統制体制の見直しと業務改善が実施された結果、期末の決算時に
おいて財務報告に係る内部統制を有効と判断しております。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認めま
す。
⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認めま
す。

2025年５月26日
日 東 工 器 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常勤監査役 西 田 　 豊 ㊞
社外監査役 加々美　博　久 ㊞
社外監査役 篠 塚 久 志 ㊞

　

以上
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会場
東京都大田区仲池上二丁目９番４号
本社１階　大会議室

交通
都営地下鉄 浅草線「西馬込駅」 南口より徒歩約７分
東急池上線 「池上駅」 バス…東急バス上池上循環【外回り】「森06」系統３番のりば

乗車時間約10分「根方」下車　徒歩２分 　

定時株主総会会場ご案内図

馬込中

至五反田

昭和シェル石油

ＯＫストア

日東工器(株)本社

芝信用金庫

第二京浜 都営地下鉄
浅草線 西馬込駅

至池上
駅

池上本門寺

南口

東口

西口

ゴルフ
練習場

歯科
クリニック

大森第十中
根方

・ご来場にあたり、サポートが必要な方は、事前にお電話でご連絡くださいます
ようお願い申し上げます。
車いすでお越しの方は専用駐車場をご用意しております。

・日東工器株式会社　電話03-3755-1111（大代表）
（土日祝を除く午前８時30分～午後５時15分）
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